
 

 

医療的ケア児支援法 

をわかりやすく解説します！ 

こちらの URL・QRコードから正式版の「医療的ケア児及

びその家族に対する支援に関する法律」の該当ページに

アクセスすることが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」 

（医療的ケア児支援法）が 2021年(令和 3年)９月に施行されました 

第 1条（法律の目的） 

社会全体で医療的ケア児を支援し、児のすこやかな成長を図ると

ともに、家族の離職を防ぐ。安心して子どもを生み育てることがで

きる社会を実現する。 

第 2条（医療的ケア児の定義） 

人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為が必要

な、高校生までの児童生徒。 

第 3条（基本理念） 

社会全体で医療的ケア児と家族を支え、インクルーシブ教育を受

け、高校卒業後も十分な支援が継続すること。またそれらの支援は

本人と家族の意思が尊重され、地域間格差がないこと。 

第 4条（国の責務） 

国が支援施策を総合的に実施すること。 

第 5条（地方自治体の責務） 

地方公共団体は、国と連携して自主的に主体的に支援施策を実

施すること。 

第 6条（保育所の責務） 

保育所ほかすべての医療的ケア児を支援する施設の設置者や事

業者は、医療的ケア児に対して適切な支援を行うこと。 

第 7条（学校の責務） 

在籍する医療的ケア児に対して適切な支援を行うこと。 

第 8条（政府の責任） 

必要な法律の整備と予算を編成すること。 

第 9条（保育所における支援） 

保育所、認定こども園、放課後等デイサービス事業まで、医療的ケ

ア児が在籍する施設は、看護師など医療的ケア行為を行えるスタ

ッフを配置すること。国と自治体はそれを支援すること。 

第 10条（学校における支援） 

医療的ケア児が在籍する学校は、看護師など医療的ケア行為を

行えるスタッフを配置すること。国と自治体はそれを支援すること。 

第 11条（日常生活の支援） 

医療的ケア児の成長や生活実態に応じた日常生活における支援

が受けられるように、国と自治体が責任をもつこと。 

第 12条（相談体制の整備） 

国と自治体は、当事者からの相談に総合的に応じることができる

体制を整備すること。 

第 13条（情報の共有） 

個人情報に配慮しながら、国と自治体は医療的ケア児と家族の情

報を、有効な支援につながるように関係者と共有すること。 

第 14条（医療的ケア児支援センターの創設） 

都道府県知事の責任で、総合的な支援を推進する医療的ケア児支

援センターを創設すること。 

第 15条（医療的ケア児支援センターの守秘義務） 

医療的ケア児支援センターの役職員は、個人情報の守秘義務があ

る。 

第 16条（医療的ケア児支援センターの管理） 

都道府県知事、医療的ケア児支援センターの運営状況を管理監督

すること。 

第 17条（医療的ケア児支援センターへの改善命令） 

都道府県知事は、医療的ケア児支援センターに対して、必要に応じ

て適正な運営を求める改善命令を行うこと。 

第 18条（医療的ケア児支援センターの指定取消） 

医療的ケア児支援センターが命令に違反したときは、都道府県知事

はその指定を取り消すことができる。 

第 19条（啓発活動） 

国と自治体は、国民に医療的ケア児への支援の重要性が伝わるよ

うに、様々な広報を行うこと。 

第 20条（人材の確保） 

国と自治体は、地域間格差がない医療的ケア児への支援を実現す

るために、人材確保のための予算措置などを行うこと。 

第 21条（研究開発の推進） 

国と自治体は、医療的ケア児のための医療機器の研究開発や調査

研究が進むように、予算措置などを行うこと。 
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１．「医療的ケア児支援法」の目的は？ 

～家族にかかる大きな負担～ 

医療的ケア児は、医療の進歩などを背景にここ１０年で約２倍に増え、現在全国に約２万人いるといわれ

ています。生まれてすぐ NICUなどに入院して、成長する中で体調が安定してきたらお家での生活に移行

します。自宅に戻っても、人工呼吸器やたん吸引などの医療的ケアは常に必要です。生活の中で常に必

要なケアの担い手は、家族が中心にならざるを得ません。さらに、医療的なケアが要因で幼稚園や学校な

どに通うことも困難なケースも少なくありません。環境が整っていないからと、近い学校に通学できない。

通学できたとしても、何かあったときのために保護者が常に付き添わないと通学できないといったケース

もあります。そんな状態だと、家族の誰か（主に母親）が仕事をすることも諦めて、子どもの対応に追われ

ることになってしまいます。現状では生活をする上で家族にかなり大きい負担がかかってしまっています。 

保育園等 学校 

国・地方公共団体 

※今後、江南市では支援体制についての協議を進めていきます。 

３．法律が施行されたらどうなりますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．医療的ケア児の現状 

この法律で「医療的ケア」とは 

自宅で家族等が日常的に行う、医療的生活援助行為のこ

とです。医師や看護師などが行う「医療行為」と同じことを

家族等が行う場合、「医療的ケア」と呼んで、区別していま

す。 

医療的ケア児とその家族に対しての支援について、国や地方公共団体等の責任と義務を明確にして、 

① 医療的ケア児の健やかな成長を図ること 

②その家族の離職を防止すること                           を目的につくられました 

「医療的ケア児」の定義 

普段の生活をしたり、学校などに通うために常に医療的ケ

アが必要な 18歳になる前の方（18歳になっても高校など

に通っている方は対象）のことをいいます。 

 

⚫ 医療的ケア児が在籍する保育所、学校に対する支援をします。 

⚫ 医療的ケア児及び家族の日常生活における支援をします。 

⚫ 相談体制の整備や情報共有の促進、広報啓発、人材の確保、研究開発等

を推進していきます。 

⚫ 在籍する医療的ケア児に対し、

適切な支援をします。 

➢ 看護師等の配置、その他
の必要な措置を行います。 

⚫ 在籍する医療的ケア児に対し、適切な支援をし

ます。 

➢ 看護師等又は喀痰吸引等が可能な保育士

の配置、その他の必要な措置を行います。 

学校…（幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校） 

保育園等…（認定こども園・家庭的保育事業・放課後児童健全育成事業） 

 

「あいち医療的ケア児支援センター」では、医療的ケアの必要

なお子さんとそのご家族が、地域で安心して暮らしていただける

よう、一緒に考え、地域とつなぐお手伝いをしています。また、医療

的ケアを必要とするお子さんとそのご家族に様々な情報提供を

行っています。 

あいち医療的ケア児支援センター（愛知県医療療育総合センター） 

【問い合わせ先】 

電話番号：０５６８‐８８‐０８１１ 

所在地：〒480-0392   
春日井市神屋町 713-8 

国、地方公共団体などの責務が明らかになります 

医療的ケア児支援センターが設置されます ※（県内７カ所） 

地域における医療的ケア

児の支援体制の整備（例） 

担当地域：江南市、春日井市、犬山市、小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町 


